
資料４ 
 

- 1 - 

 

 

日輪保育園について 

 

１ 基本情報 

 名 称 日輪保育園 

 所 在 地 高槻市牧田町７－５８（ＵＲからの借地） 

 定 員 数 １４０人 

 運営法人 社会福祉法人 日輪学園（法人所管は大阪市） 

 代表者名 理事長 山川 里子  

 

２ 休園に至る経緯等 

 昭和４７年 ５月 大阪府知事による保育所認可（１２０人定員） 

 昭和５８年 ４月 増築による定員増（１２０→１４０人定員） 

 

 平成２７年 ６月 適切な保育環境を確保することを目的に、保育所の定員に

対する職員数が十分に確保されたと認められるまで当面の期

間、平成２７年７月からの新規児童の入所を停止することを

通知。 

 平成２７年１２月 平成２８年４月の保育士数が十分に確保されたと認められ

ないため、在籍する全ての子どもに対して適切な保育環境を

確保することを目的に、引き続き新規児童の入所を停止する

ことを通知。 

          （平成３１年３月まで継続） 

 平成２８年 ４月 特別監査を開始。 

 平成２８年１０月 実施している特別監査において、基準に達していない事項

が認められたため、改善勧告を行う。 

 平成２９年 ４月 改善勧告に対し、改善結果の報告を受け施設への立ち入り

を行った結果、基準条例に定める施設運営に必要な数の保育

士が配置されていることが確認できたとして、特別監査を終

了する。 

 平成３１年 ４月 在園児が全員卒園し、休園状態となる。 

          現在に至る 

 

３ 現状 

 令和 ２年 ３月 

 令和 ３年 ７月 

 令和 ４年 ３月 

 令和 ５年 ３月 

状況確認のため訪問。（対応：理事長） 
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 令和 ５年 ５月 実地指導監査を実施。 

          理事長に再開に向けては、建物や給食設備の改善及び職員

採用の手立て等を講じる必要がある旨を指導する。 

          ※ 以降、理事長から再開計画について報告があったが、

より具体的なものにするよう指導を行った。 

            また、今後の方向性について理事長と面談を行った。 

 

 令和 ６年 １月 「児童福祉施設廃止等承認申請書」の提出があり、休止

（休園）の申請をされたため、１月２９日付けで令和７年

３月３１日を期限とする「児童福祉施設廃止等承認書」を

交付。 

 令和 ６年 ８月  

       ９月  

      １１月  

 

 令和 ７年 ４月 「児童福祉施設廃止等承認申請書」の提出があり、休止

（休園）の申請をされたため、４月１日付けで令和８年３

月３１日を期限とする「児童福祉施設廃止等承認書」を交

付。 

 

 令和 ７年１２月 理事長と電話。日輪保育園の今後について、考える時間が

少し欲しいとの意向を示されたため、以降、電話による意

向確認を継続的に行った。 

 

 令和 ８年 １月 理事長から園敷地の貸主であるＵＲ（独立行政法人都市再

生機構）に対し、日輪保育園園舎の解体・撤去の意向が示

されたことから、直ちに「児童福祉施設廃止等承認申請

書」を提出し、本市に廃止（廃園）申請を行うことを求

め、提出の督促を開始した。 

 

 令和 ８年 ２月 「児童福祉施設廃止等承認申請書」の提出があり、廃止

（廃園）の申請をされたため、令和８年４月１日付けで廃

園とする「児童福祉施設廃止等承認書」を交付（予定）。 

 

 令和 ８年 ４月 １日付けで日輪保育園廃園（予定）。 

理事長と面談等を行う。令和７年度も休園とし、引き

続き方向性の検討を行うこととなった。 


